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ふるさと歴史の広場等光の演出業務委託
公募型プロポーザル実施要項

本要項は、「ふるさと歴史の広場等光の演出業務委託」の契約を締結するに当たり、業務全般に関する
豊富な経験や知識、企画力、技術的能力を有する事業者から、公募型プロポーザル方式により最適な事業
者を受託候補者として選定するために必要な事項を定めるものである。

１．業務概要
（１）業務名
ふるさと歴史の広場等光の演出業務委託（以下「本業務」という。）

（２）業務内容
別紙「ふるさと歴史の広場等光の演出業務委託仕様書」のとおり。

（３）業務委託期間
委託契約締結日から令和５年１０月２９日（日）まで

（４）提案限度額
１３，３００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。）
うち、３，３００千円は、１０月１４・１５日（土日）の参加型光の演出に係る経費とする。
※提案限度額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すためのものであるこ
とに留意すること

２．参加資格
本プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
（１）平成３０年度以降に建造物のライトアップ又はイルミネーション関連業務を行った実績を有し

ていること。自治体からの受託によるものか否かは問わない。
（２）石川県内に本店または営業所を構え、法人格を有していること。
（３）本実施要項公表の日時点で、令和５年度能美市競争入札参加有資格者名簿に登録されているこ

と。
（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。
（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続きの申立又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立その他類似の倒産手続きを開始していないこ
と。

（６）本実施要項公表の日において、国税又は地方税の滞納をしていないこと。
（７）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。）又はその構成員、暴力団の構成員で無くなった日から５年を経過しな
い者が経営、運営に関係していないこと。

（８）能美市（以下「本市」という。）との協力・連携体制を構築できる者であること。
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３．スケジュール

※提案参加事業者の状況によりスケジュールを変更する場合があります。

４．参加申出
提案審査への参加を希望する事業者は「２．参加資格」を確認の上、以下のとおり提出すること。
（１）提出書類
ア 参加申出書（様式１）：１部
イ 会社の事業概要がわかる案内等の資料：１部
ウ 法人履歴事項全部証明書（６か月内発行）：１部
エ 貸借対照表及び損益計算書（直近３年分の決算書の写し）：１組

（２）提出期限
令和５年５月２３日（火） 午後５時まで（必着）

（３）提出先
〒929-0113 能美市大成町ヌ１１８番地
能美市教育委員会まなび文化課

（４）提出方法
提出書類は紙媒体とし、持参または郵送により提出すること。持参の場合は閉庁日を除く日の午前

９時から午後５時まで受け付ける。郵送の場合は、簡易書留郵便など、配達完了の確認ができる方法と
し、提出期限までに必着のこと。
※参加申出後、質疑応答などを踏まえ、辞退届（様式４）を提出することにより、参加を辞退するこ
とは可能。

内容 時期（令和５年度）
業務委託仕様書、プロポーザル実施要領の
公表（公募開始）

５月１０日（水）

質問受付期間（随時回答） ５月１０日（水）～５月１９日（金）
午後５時（必着）

参加申出期限 ５月２３日（火）午後５時（必着）
企画提案書の提出期限 ６月２日（金）午後５時（必着）
審査（プレゼンテーション及びヒアリング
による審査）

６月５日（月）予定

最終結果通知予定 ６月８日（木）予定
業務委託契約の締結 ６月中旬
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５．質問及び回答
本プロポーザルに関わる質問がある場合には、質問書（様式３）を提出すること。

（１）質問提出期間
公募開始から令和５年５月１９日（金） 午後５時まで（必着）

（２）質問方法
下記の電子メールアドレス宛に、質問内容を以下により作成し、電子メールにて送付すること。
電子メール件名は、「【事業者名】ふるさと歴史の広場等光の演出業務プロポーザル質問書」とし、電

子メール本文に担当者名、連絡先を明記すること。
質問内容は、ファイル名「【事業者名】ふるさと歴史の広場等光の演出業務プロポーザル質問書」と

し、質問書（様式３）の形式で作成したファイルに記載し、電子メールに添付すること。
送付先宛名：能美市 教育委員会 まなび文化課

電子メールアドレス manabi@city.nomi.lg.jp
※送信後、必ず電話により受信確認をすること。
電話番号 ０７６１ー５８ー２２７２

（３）質問への回答
本市ホームページ上で、質問者名を伏せた上で、令和５年５月２３日（火）までに随時回答すること

とし、個別に回答しない。

６．企画提案書の提出
「４．参加申出」により期日までに参加申出をした事業者は、本業務に係る企画提案書を以下のとお
り提出すること。
（１）提出書類
ア 企画提案書表紙（様式２）：１部
イ 企画提案書：原本１部、写し６部

企画提案書作成要領（別紙１）に基づき作成したもの
ウ 業務実績調書（様式５）
エ 参加見積書（様式任意）：原本１部、写し６部

見積額は消費税額及び地方消費税の額を含む金額を記載すること。
提案限度額を超える場合は、失格とする。

※イ、エの写しの表題は「令和５年度ふるさと歴史の広場等光の演出業務委託企画提案書」、「同見
積書」とのみ記し、会社名、代表者名、会社名が特定、類測できる記述やロゴマーク等は記載しな
いこと。

（２）提出期限
令和５年６月２日（金） 午後５時まで（必着）

（３）提出先場所
〒929-0113 能美市大成町ヌ１１８番地
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能美市教育委員会まなび文化課
（４）提出方法
提出書類は紙媒体とし、持参または郵送により提出すること。持参の場合は、閉庁日を除く日の午

前９時から午後５時まで受け付ける。郵送の場合は、簡易書留郵便など、配達完了の確認ができる方
法とし、提出期限までに必着のこと。

７．審査方法
企画提案書についてのプレゼンテーション及びヒアリングを対面式で以下のとおり行い、総合的に
最も優れた事業者を受託候補者として選定する。なお、審査は審査項目による総合点数方式とし、審
査委員の評価の合計点数が高い順に受託候補者とする。なお、総合得点満点の６割を最低基準点と定
め、最低基準点に満たない場合は、受託候補者としない。また、提案者が１者であっても、最低基準
点を超えたときは、受託候補者として選定する。
・実施日 令和 5年 6月 5日（月）（予定）
・会 場 能美市役所 本庁舎（能美市来丸町１１１０番地）
・内 容 企画提案書の概要説明２０分以内、質疑応答２０分程度

説明資料は第６項で提出した資料に限る。
※プロジェクターの利用可（パソコン、プロジェクター、スクリーン等のプレゼンテーショ
ンに必要な機材は本市で用意）

※発表者は、本業務に携わる責任者または担当者とする。出席者は３名以内とする。
※プレゼンテーションでは、会社名を名乗らないこと。

８．審査評価項目
評価する項目は、次のとおりとする。

評価項目 評価基準 配点
（１）業務の基本方針 当該業務目的を十分に理解しているか。 １０点
（２）実施スケジュール スケジュールが具体的に設定され、実現性、妥当

性があるか。
１５点

（３）提案内容 事業の目的や本市の特性を踏まえた提案である
か。

２０点

工夫やアイデアを凝らしているか。 ２０点
提案内容が具体的でわかりやすく、実現可能な
ものであるか。

１５点

（４）審査対応 分かりやすい説明がなされたか。
質問に対して的確な回答がなされたか。

１０点

（５）価格 見積金額が妥当であるか。（限度額以下） １０点
合計 １００点
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９．受託候補者の選定及び審査結果の通知
企画提案内容を総合的に審査し、得点が最も高かった事業者を受託候補者とする。審査結果につい

ては、企画提案者に対し、令和５年６月９日（金）（予定）までに、電子メールにて通知し、後日書面
を送付する。

１０．契約締結
本市は、受託候補者と仕様内容等の協議を行い、再度見積書を徴収し、予定価格の範囲内であれば、

双方の合意のもと、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、随意契約を締結する
ものとする。受託候補者が辞退ないし、参加資格要件の欠格等の理由により、本市と契約を行えない場
合は、審査時の得点の次点の事業者を受託候補者に変更する。
契約締結時期は令和５年６月中旬を予定している。

１１．参加事業者の失格
参加申込書を提出した事業者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。

（１）本実施要項で定めた様式、提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合
（２）提出書類に記載すべき事項が記載されていない場合
（３）提出書類に虚偽の記載があった場合
（４）審査結果に影響を与えるような不正行為を行った場合
（５）契約締結の日までに参加資格を満たさなくなった場合
（６）前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合

１２．その他留意事項
（１）企画提案書の作成及び提出など、提案に関する一切の費用については、参加者の負担とする。
（２）本プロポーザルに提出された書類は、返却しないものとする。
（３）本市は本プロポーザル以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはしな
い。
（４）選定結果は受託者との契約後、本市ホームページで公開する。個別の審査内容については公開し
ない。

１３．本プロポーザルに関する問合せ先
能美市教育委員会まなび文化課（担当 大窪）
電話番号 0761-58-2272
電子メールアドレスmanabi@city.nomi.lg.jp


